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丹沢大山自然再生セミナー

神奈川県におけるシカの保護管理

神奈川県緑政課　永田幸志

スズタケの退行

シカ栄養状態の悪化

丹沢におけるシカをとりまく現状

不嗜好性植物の優占

農林業被害の恒常化

現状本来の自然

約１50年間約１50年間
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手入れ不足

農業者数減

林業被害

→防鹿柵設置

そもそも…

シカ問題はなぜ起こったか

丹沢山地シカ問題の要因

生息環境 社会条件

•集中高密度化する
　生態特性

•優れた適応能力

ニホンジカ

•森林管理

•温暖化による少雪化

•土地利用

•保護管理システム

神奈川県ニホンジカ保護管理事業（H15～
H18)

・目標：生物多様性の保全と再

生

　　　　　シカ個体群の存続

　　　　　農林業被害の軽減

農耕地

人工林
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自然植生の回復

森林整備による

生息環境整備

農林業被害軽減

・順応的管理

　　計画→事業→検証→修正

・エリア管理

　　　３地域＆５６管理ユニット

・新たな管理オプション

植生回復のための管理捕獲、

猟区でのメスジカ狩猟解禁、

広域獣害防止柵　など

自然植生回復地域

生息環境管理地域

被害防除対策地域

現状 当面のゴール

羽山原図

中標高域の
生息地確保

•個体数低減
•植生回復

農林業被害
の軽減

現状

被害
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被害防除生息地管理個体数管理
（個体数調整の
基数は下限値）
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森林整備
による生
息地改善

植生回復管
理捕獲

（現状の5割、
　8割を目安）

植生保護柵の設置

（遺伝子資源の保存）

広域獣害防止柵設置

防鹿柵
設置
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・植生保護柵内での植生回復，管理捕獲実施地の一部で
密　　度低下の兆候。

・高密度状態は継続。植生保護柵外での生態系への影響
深　　刻化。
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管理捕獲実施地の生息密度

◎保護管理事業の成果と課題　～生物多様性の保全と再生
～

植生劣化ﾚﾍﾞﾙ
■ Ⅰ　健全
■ Ⅱ
■ Ⅲ
■ Ⅳ
■ Ⅴ　劣化

シカ密度

　20頭/km2＜
　　　5－20頭/km2
　　　5頭/km2>

シカの生息密度と植生劣化の状況

・性比に偏り改善の傾向。

・推計生息数は顕著な変化がみられない。

　（H14:2400～4200頭 ⇒ H17:3700～4500頭）。

・山間地域のシカの栄養状態に改善は見られない。

・生息環境整備と個体数調整の連携が不十分な場所では、
　森林整備地で密度が上昇。整備効果が見られない。
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スギ・ヒノキ林間伐実施地
の下層餌植物現存量の変化

◎保護管理事業の成果と課題～地域個体群の存続～

・広域柵設置箇所では農地への侵入頻度が減少。

・一部の猟区での捕獲効率低下　⇒　猟区内では生息数減少
　　　　　　　　　　　　　　　　　の可能性。

・広域柵未設置箇所では被害増加。耕作地側に定着個体。

　農地
　　広域獣害防止柵

広域獣害防止柵設置状況（約83km設置）

◎保護管理事業の成果と課題～農林業被害の軽減～

丹沢大山保全計画の改定と共に
第２次神奈川県ニホンジカ保護管理計画(H19

～23)を策定

神奈川県ニホンジカ保護管理計画（H15～H18)

一定の成果は得られたものの、

　・生態系への影響は深刻化。

　・農林業被害の恒常化。

　・山間のシカ個体群の栄養状態に改善が見られない。

第２次神奈川県ニホンジカ保護管理計画（H19
～23)

１．目標

　　生物多様性の保全と再生，農林業被害の軽減，丹沢山地でのシカ個体群

の安定的存続，分布域の拡大による被害拡大防止

２．目標を達成するための施策（基本事項）

　　保護管理区域（丹沢山地域）と監視区域（丹沢山地域以外）

　　保護管理区域に３ゾーニング＆５６管理ユニット

３．地域別目標

＜保護管理区域＞

・自然植生回復地域：シカを低密度状態へ誘導。

・生息環境管理地域：シカの主な生息域として位置付け（生息環境整備と個体数調整
を連携）

・被害防除対策地域：農地周辺でのシカの定着解消。

＜監視区域＞

・モニタリングにより監視。被害拡大の防止のため、有害捕獲、防護柵設置等を実施。
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・広域柵の開口部対策、

　防護柵設置推進

・地域主体の取組支援

森林整備
による生息
地改善

・個体数調整と生息環境整
　備の一体的実施

・モデル区域の設置

植生回復管
理捕獲

（ 5頭/km2未
　満が目安）

植生保護柵の設置

（遺伝子資源の保存，

高密度化防止）

防護柵

設置
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※個体数調整にあたっては、存　
　続可能最小個体数(全数で1500
　頭程度）を維持。

※狩猟規制は毎年見直す。

被害防除対策

個体群管理

生息環境管理

一体的取組みにより、各種影響の小さ
な個体群へ誘導


